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○

修繕費と資本的支出の区分

Q 、
● 修理や改良等の費用が資本的支出にな

るのか修繕費になるのかの判定には定形的な

基準があるそうですが、その基準を教えてく

ださい。

A:固定資産について支出した費用のうち、

破損部分の補修費は修繕費になり、使用期間

を延長したり、価値を増加させる部分は資本

的支出となります。しかし、この定義だけで

は抽象的で判定が難しいので、次のような定

形的な基準が設けられています。

(1)支出金額が20万円未満のもの

一の改良等により支出する金額が20万

円未満の場合は、すべて修繕費とすること

ができます。

(2)周期の短い費用の特例

部分品等の取替えで、おおむね3年以内

の期間を周期として行われ、かつ、同じ程

度の修理、改良が行われるのが常態である

ときは、修繕費とすることができます。

(3)形式的区分基準

区分が明らかでない場合で、次のいずれ

かに該当する場合には、その金額を修繕費

とすることができます。

①その金額が60万円未満の場合

②その金額が修理、改良等をした個々の資

産ごとに、その前期末取得価額のおおむ

ね10％相当額以下である場合

③その金額の30％相当額と修理、改良を

した資産の前期末取得価額の10％相当

額のいずれか低い金額（継続適用を要件）
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